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呉市立豊小学校 

◆ 午前６時３０分前に警報発令の場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 午前６時３０分～始業時刻前に警報発令の場合 

 
◇自宅にいる場合      ◇登校中または，登校している場合 

    

 

 

 

 

◆ 始業後に警報発令の場合 
 

◇警報解除した場合        ◇警報発令中の場合     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

◇交通遮断が予想される場合は，児童を早めに下校させることもある。 

気象警報発表時の対応マニュアル 

  

 学校配信メール・学校ＨＰ等で連絡   

午前６：５０分に配信    例・・・「臨時休業にします。」 

家庭との連絡がとれない 

場合は，学校待機とする。 

◇情報確認時刻 午前６：３０の時点で  

情 報 確 認 大雨,洪水,高潮，暴風，波浪の警報が 1つ以上出されていたら，又は

通行止めの場合には小学校→臨時休業  ／ 中学校→自宅待機） 

※ ただし，注意報の段階であっても橋など交通遮断が予想される場合は，警報の場合

と同様の扱いとなる。（＊確認→テレビ・ラジオ－ＮＨＫを基準／電話－１７７（広島気象台発表の気象情報） 

臨時休業 安全を確保して下校 

（原則保護者の迎え） 

下校 
各家庭に連絡 

（保護者の迎え） 

 

状況に応じて集団下校 

（教職員も一緒に下校する。） 


